【別記様式】

福岡市・北九州市　国家戦略特別区域における国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号）第19条の２（国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業）に定める創業者の応募について

令和８年　月　日

内閣総理大臣　殿

　国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号）第19条の２（国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業）に定める創業者の公募について、下記により応募します。

記

①創業者に関する事項
	名　称：

	住所・所在：〒

	電話：
	メールアドレス：

	設立年月日：


　※　創業者に関する事項が確認できる公的書類（定款及び登記事項証明書（個人の場合にあっては、開業届の写し及び登記事項証明書（商号登記を行っている場合に限る。））その他これらに準ずると認められるもの）を提出すること。
　※　提出書類に疑義がある場合には、個別にご相談下さい。

②国の行政機関の職員としての経験を有する人材の確保に関する計画等の概要
	（１）事業を実施する場所

（２）事業の規模

（３）事業の内容

（４）その他



　A4用紙で作成してください。なお、各項目の欄のサイズについては適宜調整していただき、複数枚にわたることとなっても結構です。
